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第六章 曳山祭の運営

雪
国
の
冬
は
深
く
、
春
の
棲
家
は
遠
い
と
い
う
が
、
城
端
の
冬
は
と
り
わ
け
長
く
、
春
の
訪
れ
が
遅
い
よ
う
だ
。
神
明
の
桜
は

と
っ
く
に
散
り
果
て
、
も
う
葉
桜
の
季
節
と
い
う
頃
に
な

っ
て
漸
く
春
の
祭
が
や

っ
て
来
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

若
者
た
ち
は
春
を
待
ち
、
曳
山
祭
を
待
ち
う
け
て
い
る
。
寒
が
明
け
、
暦
の
う
え
で
は
春
に
な

っ
て
も
、
城
端
は
雪
に
埋
も
れ
、

ま
だ
正
月
が
続
い
て
い
た
。
各
町
の
若
連
中
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
新
年
宴
会
を
開
き
、
新
旧
役
員
が
交
替
す
る
。

区
切
り
が
つ
く
。
そ
の
時
か
ら
各
町
の
若
者
た
ち
は
、
庵
唄
の
準
備
を
始
め
る
の
で
あ

っ
た
。

曳
山
祭
で
若
者
た
ち
は
、
庵
屋
台
の
運
営
一
切
を
担
当
し
、
笛
を
吹
き
、
三
味
線
を
弾
き
、
太
鼓
を
打
ち
、
庵
唄
に
声
を
は
り

上
げ
る
の
で
あ
る
。

口
う
つ
し
に
伝
授
さ
れ
て
き
た
。
ま
だ
雪
の
降
る
寒
明
け
の
夜
半
に
、

ち
が
ひ
そ
か
に
集
ま
っ
て
、
祭
囃
子
を
稽
古
し
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

三
月
下
旬
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
城
端
近
辺
の
村
々
で
は
春
祭
が
始
ま
る
。
砺
波
地
方
の
町
々
で
も
、
四
月
か
ら
五
月
に
か
け

て
の
春
祭
が
多
い
。

冬

か

ら

春

ヘ

ヽ

祭

こ
れ
で
―
つ
の

江
戸
の
昔
か
ら
粋
な
端
唄
の
芸
能
屋
台
が
始
ま
り
、
承
け
継
が
れ
た
独
特
の
庵
唄
は
、
先
輩
か
ら
後
輩
へ
と

の

準

備

か
す
か
に
響
く
三
味
線
や
笛
の
音
は
、
春
を
待
つ
若
者
た

五
月
一
五
日
の
城
端
祭
は
、
春
の
名
残
り
の
曳
山
祭
、
高
岡
以
南
で
最
大
の
、
最
後
を
か
ざ
る
春
祭
で
あ
る
。
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祭 の 準 傭

い

定

時

会

-
、
本
会
の
会
議
は
定
時
会
、
臨
時
会
の
二
種
と
す
。

申
し
上
げ
る
も
の
と
す
。

城
端
町
祭
礼
曳
山
連
合
会
規
約

屋
台
の
巡
行
な
ど
を
担
当
す
る
曳
山
連
合
会
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

曳

山

連

合

会

城
端
の
曳
山
祭
を
運
営
す
る
の
が
＂
曳
山
連
合
会
”
で
あ
る

。
曳
山

・
庵
屋
台
を
保
持
し
て
い
る
西
上

・
西
下

・
東
上

・
東
下

春
の
祭
礼
は
、
神
輿
渡
御
を
は
じ
め
と
す
る
祭
礼
神
事
を
執
行
す
る
城
端
神
明
宮
敬
神
会
と
、
曳
山
の
人
形
飾
り
や
曳
山

・
庵

曳
山
連
合
会
は
、
曳
山
祭
を
運
営
す
る
最
裔
の
議
決
機
関
で
、

そ
の
年
に
一
番
山
と
な
る
町
内
が
当
番
で
あ
る
。
当
番
町
の
区

長
が
各
町
代
表
者
（
区
長

・
区
長
代
理
・
会
計
ま
た
は
有
志
）
を
招
集
し
て
協
議
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
現
在
の
曳
山
連
合
会

は
、
昭
和
二
四
年
に
作
成
し
た
次
の
よ
う
な
規
約
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

一
、
本
会
は
城
端
町
祭
礼
曳
山
連
合
会
と
い
い
、
曳
山
保
存
六
ヵ
町
を
以
て
組
織
す
る
。

一
、
本
会
は
祖
先
伝
来
の
敬
神
崇
梢
の
美
風
を
承
け
継
ぎ
、
生
活
意
識
を
国
家
再
建
に
そ
そ
ぎ
、
以
て
祭
礼
の
意
義
徹
底
を
期
す

る
を
目
的
と
す
る
。

一
、
本
会
は
毎
年
城
端
神
明
社
春
季
大
祭
執
行
に
際
し
、
神
輿
町
内
御
巡
行
の
御
行
列
に
は
曳
山

・
庵
屋
台
を
以
て
、
必
ず
供
奉

毎
年
五
月
一
日
、
当
番
町
内
に
て
六
ヵ
町
連
絡
会
議
を
招
集
し
て
左
記
の
事
項
を
附
議
す
。

出
丸

・
大
工
町
の
六
ヵ
町
で
組
織
し
て
い
る
。
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第六章 曳山祭の運営

昭
和
二
四
年
五
月
一
日

現
在
残
っ
て
い
る
連
合
会
の
記
録
は
、

明
治
四
一
年
(
-
九

0
八
）
五
月
に
西
下
町
が
一
番
山
の
時
に
作
成
し
た
「
春
季
祭
礼

西
下
町

東

上

町

大

工

町

西

上

町

東

下

町

出

丸

町

当
番
順

右
規
約
を
固
く
誓
約
し
守
ら
ん
が
為
め
、
六
ヵ
町
代
表
者
記
名
捺
印
、
各
自
覚
通
を
所
持
す
る
も
の
と
す
。

四
、
当
番
町
は
古
来
の
伝
習
の
順
序
に
よ
り
一
番
山
町
内
と
す
る
。

其
の
他
必
要
事
項

当
番
町
内
は
必
要
に
応
じ
他
の
ニ
ヵ
町
の
同
意
あ
る
場
合
は
、
随
時
、
臨
時
会
を
開
く
こ
と
を
得
。

一
、
全
町
内
は
栄
あ
る
伝
統
を
同
一
に
承
け
た
る
自
党
の
下
に
誠
意
を
以
て
相
互
の
親
睦
を
図
り
、
愛
郷

・
国
家
再
建
の
途
に
尽

さ
ん
こ
と
を
誓
う
。

二
、
会
議
は
な
ご
や
か
に
進
め
、
各
町
内
の
慈
見
・
事
情
を
慎
重
に
交
換
討
議
し
つ
つ
、
自
我
の
主
張
を
貫
徹
せ
ん
と
す
る
が
如

き
態
度
を
誡
め
て
、
其
の
成
否
と
決
議
は
専
ら
多
数
の
流
れ
に
そ
う
こ
と
を
誓
約
す
。

三
、
賛
否
両
論
同
数
に
し
て
決
せ
ざ
る
場
合
は
、
議
長
は
極
め
て
慎
重
に
全
町
の
与
論
の
動
向
を
見
極
め
て
、
私
な
き
態
度
を
持

し
議
決
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
。

申
し
合
せ

回

臨

時

② ① 

会

曳
山

・
庵
屋
台

・
神
輿
供
奉
に
関
す
る
細
目
打
合
せ
の
件
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祭 の 準 備

庵

宿
曳
山
宿

曳
山
の
御
神
像
を
飾
る
家
で
、
山
宿
ま

た
は
山
番
と
も

い
う
。

る
と
、
次
の
よ
う
な
役
割
を
決
め
て
い
る
。

明
治
四
四
年

(
-
九

―
-
)
の
西
上
町
の
「
曳
山
庵
等
役
付
帳
」
に
よ

子
舞
の
保
管
に
あ
た

っ
て
い
る
。

曳

山

祭

の

運

営

出 丸 町 の

五
月
一
日
の
曳
山
連
合
会
の
協
議
が
終
る
と
、
六
ヵ
町
で
は
そ
れ
ぞ
れ
協
議
委
員
会
を
開
き
、
祭
礼
を
運
営
す
る
た
め

の
準
備

に
と
り
か
か
る
。
そ
の
と
き
に
各
町
の
祭
礼
役
員
が
決
め
ら
れ
る
。

協
議
委
員
会
制
度
は
、

明
治
二
七
年
(
-
八
九
四
）
頃
か
ら
各
町
で
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、
選
挙
に
よ

っ
て
協
議
委
員
が
選
ば

れ
る
。
町
内
戸
数
の
多
少
に
よ

っ
て
定
員
数
に
違
い
は
あ
る
が
、
当
時
は
大
体
一

0
名
内
外
の
人
数
で
あ

っ
た
。

を
立
案
し
、

の
仕
事
で
あ
る
。
山
町
以
外
の
新
町
・
野
下
町

・
南
町
で
も
、
剣
鉾
や
獅

庵
屋
台
を
飾
る
家
。

決
議
録
」
が
最
も
古
い
。

こ
の
協
議
委
員

の
中
か
ら
区
長
・
区
長
代
理

・
会
計
の
三
役
が
選
ば
れ
る
。
三
役
の
任
期
は
二
年
ま
た
は
一
年
を
原
則
と
す
る
が
、
協
議
委
員
は

二
年
、
あ
る
い
は
半
数
を
一
年
毎
に
改
選
す
る
町
が
多
い
。
協
議
委
貝
の
任
務
は
、
年
間
の
予
算
と
各
戸
の
経
刊
負
担

（万
雑
）

町
内
を
円
満
に
運
営
す
る
ほ
か
、
曳
山

・
庵
屋
台
の
維
持
や
諸
行
事
を
執
行
す
る
こ
と
で
、
祭
の
運
営
は
そ
の
最
大
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第六章

食
事
係

曳山祭の運営

稽
古
番

煮
し
め
係

曳
山
交
渉
委
員

提
灯

・
蛾
燭
係

神
様
付
御
供

山
ノ
上
番
人

飯
焚
出
し
係

人
足
依
頼
係

（

一

名

）

（

二

名

）

（

一

名

）

（

八

名

）

（

一

名

）

（

一

名

）

一
四
日
と
一
五
日
の
晩
に
、
曳
山
を
寝
ず
に
守
る
。

二
升
宛
の
米
を
に
ぎ
り
飯
に
し
、
他
に
漬
物
を

一
重
ず
つ
出
す
。

す
す
竹
と
焼
豆
腐
の
煮
し
め
を
作
る
。

庵
屋
台
の
囃
子
や
唄
を
練
習
す
る
家
。

昼
食
宿

・
タ
食
宿
へ
食
事
を
運
搬
す
る
。

曳
山

・
庵
屋
台
の
人
足
を
集
め
る
。

傘
鉾
才
許

袢
姿
で
傘
鉾
を
先
導
し
、
神
輿
渡
御
に
供
奉
す
る
。
傘
鉾
の
供
と
も
い
う
。

（

一

名

）

区
長
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
神
輿
渡
御
に
供
奉
す
る
。

（

五

名

）

曳
山

・
庵
屋
台
の
人
足
を
統
率
し
、
こ
れ
を
指
揮
す
る
。

夜
間
の
曳
山

・
庵
屋
台
の
提
灯
の
蛾
燭
の
取
替
え
を
す
る
。

人
足
才
許

（

一

名

）

雨
桐
油
係

（

四

名

）

桐
油
合
羽
を
曳
山
に
か
け
る
係
。

山
ノ
上
係

（

大

工

四

名

）

曳
山
工
匠
と
も
い
い
、
曳
山
の
上
部
四
方
に
立
ち
、
御
神
像
の
等
護
と
曳
山
の
保
全
を
は
か
る
。

（

五

名

）

庵
才
許

（

五

名

）

庵
屋
台
の
巡
行
を
指
揮
し
、
庵
屋
台
を
損
傷
し
な
い
よ
う
に
笞
護
す
る
。

曳
山
オ
許

曳
山
の
練
り
ま
わ
し
を
指
導

・
監
督
し
、
人
と
山
車
の
安
全
を
は
か
る
。

人
形
飾
付
役

（

二

名

）

曳
山
連
合
会
長
と
曳
山
委
員
長
と
の
間
の
連
絡

・
交
渉
に
当
る
。

傘
鉾
宿

（

六

名

）

傘
鉾
を
飾
る
家
。

曳
山
宿
に
御
神
像
の
飾
付
け
を
す
る
。
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祭 の 準 備

曳
山
オ
許

）
れ
ら
の
役
員
の
服
装
は
、
す
べ
て
紋
付
羽
織

・
袴
の
正
装
で
あ
る
。

ハ
ヵ
町
二
名
宛
で
、
庵
連
合
会
長
の
指
揮
下
に
あ
る
連
絡
係
。

庵
副
委
員
長

ハ
ヵ
町
二
名
宛
で
、
連
合
会
長
及
び
委
員
長
を
補
佐
す
る
。

庵
委
員
長

曳
山
委
員

六
ヵ
町
二
名
宛
で
、
祭
礼
当
日
の
細
部
の
打
合
せ
や
連
絡
に
あ
た
る
。

曳
山
副
委
員
長
（
―
二
名
）

ハ
ヵ
町
二
名
宛
で
、
連
合
会
長
及
び
委
員
長
を
補
佐
す
る
C

こ
れ
ら
の
役
割
は
、
祭
が
近
づ
く
と
紙
片
に
役
名
を
書
い
て
区
長
か
ら
委
嘱
さ
れ
る
。
こ
れ
は
現
在
も
続
い
て
い
る
が
、
な
く

な
っ
た
役
名
も
あ
る
。

現
在
の
曳
山
祭
に
お
け
る
主
な
役
割
と
服
装
を
あ
げ
る
と
‘

〔曳
山
関
係
〕

曳
山
連
合
会
長

曳
山
委
員
長

〔庵
屋
台
関
係
〕

庵
連
合
会
長

（
三
名）

(
―
二
名）

(
―
二
名）

庵
連
合
会
委
員
（

―
二
名）

〔
町
内
の
役
員
〕（一

ー
ニ
名）

一
四
日
の
飾
山
に
蛾
燭
の
芯
を
切
る
役
で
、
七
、
八
オ
位
の
子
供
が
羽
織
袴
姿
で
つ
と
め
る
。

次
の
よ
う
に
な
る
。

一
番
山
を
除
く
他
の
五
ヵ
町
の
区
長
が
就
任
し
、
連
合
会
長
を
補
佐
し
て
祭
礼
を
運
営
す
る
。

一
番
山
の
若
連
中
会
長
が
就
任
し
、
曳
山
に
先
行
す
る
庵
の
総
指
揮
を
と
る
。

一
番
山
を
除
く
他
の
五
ヵ
町
の
若
連
中
会
長
が
就
任
し
、
庵
連
合
会
長
を
補
佐
す
る
。

曳
山
人
足
を
指
揮
す
る
役
で
、
普
通
の
着
物
に
11

ク
ッ
キ
“
を
は
い
て
拍
子
木
を
打
つ
。

蝋
燭
芯
切
り
役

（
五
名
）

（
一
名）

（
五
名
）

（
一
名）

一
番
山
（
当
番
山
）
の
区
長
が
就
任
し
、
曳
山
祭
の
総
指
揮
を
と
る
。
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第六京 曳山祭の運営

庵
屋
台
の
運
営
は
若
連
中
が
担
当
し
て
い
る
関
係
か
ら
、
若
連
中
に
対
す
る
町
内
補
助
金
の
増
額
要
請
や
太
鼓

・
三
味
線
の
皮

の
張
替
、
庵
屋
台
用
の
提
灯
の
張
替
、
庵
屋
台
の
屋
根
の
張
替
や
庵
唄
の
町
内
所
望
の
問
題
な
ど
が
、
若
連
中
の
主
な
要
望
事
項

こ
の
協
議
委
員
会
が
終
る
と
、
各
町
の
若
連
中
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
師
匠
と
相
談
の
上
、

古
始
め
の
宴
を
張
り
、

そ
れ
か
ら
五
月
一
三
日
ま
で
は
毎
晩
集
ま

っ
て
稽
古
に
は
げ
む
。
時
に
は
一

0
時
頃
か
ら
町
ま
わ
り
に
出

る
夜
も
あ
る
。
稽
古
が
終
る
と
毎
晩
、
簡
単
な
が
ら
酒
肴
を
調
え
小
｛
長
を
催
し
て
慰
労
す
る
。
費
用
は
若
連
中
で
負
担
す
る
場
合

も
あ
る
が
、
町
に
よ
っ
て
は
有
志
の
寄
付
で
ま
か
な
う
こ
と
も
あ
る
。

と
な
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

て
の
要
望
事
項
を
述
ぺ
て
了
承
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

庵

唄

の

稽

古

祭
礼
に
つ
い
て
の
各
町
協
議
委
員
会
の
会
合
に
は
、
若
連
中
を
代
表
し
て
会
長

・
副
会
長

・
会
計
等
が
出
席
し
、
若
連
中
と
し

小
使

祭
礼
当
日
に
雑
用
を
す
る
。

た
。
服
装
は
紋
付
羽
織

・
袴
の
正
装
で
あ
る
。

神
様
付
御
供

傘
鉾
才
許

を
動
か
す
。

庵
オ
許

（
一
＼
二
名）

（
二
名
）

（
一
名
）

（ニ
ー
ニ
”

g

庵
人
足
を
指
揮
す
る
役
で
、
紋
付
羽
織

・
袴
の
正
装
。
曳
山
オ
許
と
同
様
に
拍
子
木
を
打

っ
て
庵

昔
は
袢
着
用
で
奉
仕
し
た
が
、
現
在
は
傘
鉾
人
足
の
日
当
を
負
担
す
る
。

昔
は
区
長
が
お
供
し
て
い
た
が
、
現
在
は
各
町
二
名
の
敬
神
会
理
市
が
お
供
を
す
る
よ
う
に
な

っ

そ
の
年
の
庵
唄
を
正
式
に
決
定
し
、
稽
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で
あ
る
。

引
受
け
た
も
の
で
、
若
連
中
の
酒
肴
を
負
担
す
る
習
慣
で
あ
っ
た
。
往
時

E

品
即
の
家
に
当
る
と
、
若
連
中
は
挙
げ
て
そ
の
家
に
行
き
、
暴
飲
暴
食

て立
し
て
困
ら
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
今
で
は
各
町
の
公
民
館
や
寺
院

組の山
な
ど
で
稽
古
を
す
る
町
内
が
多
く
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と

鼓諫

は
な
い
。
稽
古
あ
げ
の
夜
に
は
祝
酒
を
飲
み
f
l
場
な
ら
し
”
と
称
し
て
、

五
月
に
な
っ
て
稽
古
が
始
ま
る
と
、
毎
晩
優
雅
な
囃
子
が
婿
々
と
流
れ
て
、
早
く
も
祭
気
分
が
街
か
ら
街
へ
と
あ
ふ
れ
出
る
の

獅
子
舞
の
稽
古

山
町
の
若
連
中
が
庵
囃
子
の
稽
古
を
始
め
る
頃
に
は
、
南
町
や
野
下
町
、
あ
る
い
は
西
新
田
町
の
若
連
中
で
も
獅
子
舞
の
稽
古

を
開
始
す
る
。

獅
子
舞
の
由
来
は
古
く
、
中
国
伝
来
の
舞
楽
に
そ
の
起
源
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
城
端
で
は
曳
山
祭
の
成
立
以
前
か
ら
、

獅
子
が
神
輿
渡
御
を
先
導
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
獅
子
舞
の
形
式
は
各
地
で
い
ろ
い
ろ
異
る
が
、
演
目
に
は
「
ョ
ッ
サ
キ
」
、

「
ゲ
ン
バ
ヤ
シ
」
、
「
キ
ヨ
プ
リ
」
、
「
七
五
三
」
な
ど
が
あ
り
、
「
天
狗
舞
」
も
演
ぜ
ら
れ
る
。

一
五
日
の
祭
礼
に
は
、
南
町
の
獅
子
が
神
輿
渡
御
を
先
導
し
、

＼
 

お
神
楽
料
を
献
納
し
た
家
の
門
口
で
舞
い
、
悪
魔
払
い
を
す
る
。

各
町
互
い
に
囃
子
を
町
々
に
流
し
て
歩
く
。

庵
唄
を
稽
古
す
る
家
を
稽
古
番
と
い
い
、
昔
は
四
軒
程
宛
毎
年
交
替
で
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あ
る
。

と
を
太
鼓
を
叩
い
て
告
げ
る
の
で
あ
る
。

祭
を
告
げ
る
子
供
の
太
鼓

か
で
あ
る
。

獅
子
の
カ
ヤ
の
中
に
は
、

地
畠
で
は
昔
、
六
人
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
が
、

ャ
ツ
に
紺
の
腹
掛
、
紋
抜
き
赤
染
め
の
ケ

ン
タ
イ
を
垂
れ
た
服
装
で
、

五
月
に
な
る
と
銭
湯
で
は
、
浴
槽
に
菖
蒲
の
葉
を
束
ね
て
浮
か
べ
る
。

現
在
は
大
人
が
一

0
人
程
は
い
り
、
白
地
の
シ

そ
の
先
頭
の
者
が
大
き
な
獅
子
頭
を
振
り
ま
わ
す
。
捕
子

は
小
学
生
年
輩
の
少
年
た
ち
で
、
絵
模
様
の
胴
着
に
袴
、
白
鉢
巻
の
可
憐
な
捕
子
姿
で
、
房
の
つ
い
た
薙
刀
勢
子
を
持
っ
て
舞
う
。

ま
た
、
大
人
が
演
ず
る
天
狗
獅
子
も
あ

っ
て
人
気
が
集
ま
る
。
獅
子
舞
囃
子
は
笛
・
太
鼓
に
鉦
を
打
ち
、
そ
の
稽
古
風
景
は
賑
や

湯
だ
。
曳
山
祭
が
も
う
す
ぐ
そ
こ
ま
で
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、
子
供
た
ち
に
知
ら
せ

て
く
れ
る
の
も
、
こ
の
菖
蒲
湯
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
子
供
た
ち
は
、
祭
の
近
づ
い
た
こ

伊
藤
巳
之
助
氏
が
、
昭
和
五
年
に
書
か
れ
た
「
檻
棲
草
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が

『城
端
町
ノ
祭
礼
ハ
北
陸
二
於
テ
有
名
ナ
モ
ノ
ノ
ー
ツ
デ
ハ
ア
ル
ガ
、
昔
ヨ
リ
モ
総

テ
ガ
淋
シ
ク
ナ

ッ
タ
様
二
思
ハ
ル
ル
。
今
、
昔
カ
ラ
ノ
祭
礼
二
付
テ
思
ヒ
出
夕
事
ヲ
次
二
記
載
シ
マ
シ
ョ
ウ
。

先
ヅ
太
鼓
デ
ア
ル
。
私
達
ノ
子
供
ノ
頃
ニ
ハ
春
秋
ノ
祭
礼
共
二
、
其
月
ノ
十
日
前
カ
ラ
太
鼓
ヲ
出
シ
テ
呉
レ
ト
町
内
ノ
走
リ
ノ

処
へ
行

ッ
テ
セ
ガ
ム
。
出
シ
テ
呉
レ
ナ
イ
。
併
シ
十
日
ニ
ハ
必
ズ
出
シ
テ
モ
ラ

ッ
タ
。
其
太
鼓
ヲ
ズ
ラ
ニ
載
セ
ル
。

こ
れ
が
菖
蒲

ズ
ラ
ト
ハ
太 子 供 の 太 鼓
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祭
を
告
げ
る
子
供
の
太
鼓

こ
ん
な
風
景
も
す
で
に
絶
え
て
久
し
い
。

夫
レ
カ
ラ
子
供
ガ
綱
ヲ
引
イ
テ
ズ
ラ
ヲ
運
転
サ
ス
ル
打
方
ハ
、

デ
ン
デ
コ
／
＼
、ト
ヤ

ッ
テ
居
ル
。
綱
ヲ
引
ク
子
供
ノ
囃
ガ
、

リ
ャ

ー
／
＼
／
＼
／
＼
デ
ア
ル
。
然
ル
ニ
近
頃
ノ
子
供
ハ
太
鼓
ノ
打
方
ハ
勿
論
、
此
囃
モ
知
ラ
ヌ
。

チ
ャ
コ
チ
ャ
ン
」
ナ
ド
云

ッ
テ
居
ル
。

ア

而
シ
テ
「
サ
オ
ノ
サ
カ
ヅ
キ

ア
ン
ナ
事
ガ
何
時
カ
ラ
始

ッ
テ
何
処
カ
ラ
来
タ
モ
ノ
カ
甚
ダ
イ
プ
カ
シ
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
。

旧
式
ヲ
失
ハ
シ
タ
子
供
達
デ
、
今
ハ
成
人
シ
テ
居
ラ
レ
ル
方
ハ
元
ノ
通
リ
復
古
サ
ス
ル
ノ
ハ
義
務
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
。
籾
テ
、
ア

リ
ャ
／
＼
／
＼
卜
引
イ
テ
行
ク
内
二
他
町
ノ
太
鼓
二
逢
遇
ス
ル
ト
‘
此
処
二
「
打
チ
ア
イ
」
卜
云
フ
モ
ノ
ガ
始
マ
ル
。
時
ト
シ
テ

数
ヶ

町
ノ
太
鼓
ガ
集
マ
ル
事
ガ
ア
ル
。
其
時
ノ
打
合
ハ
甚
‘
ン
キ
喧
騒
ヲ
極
メ
、
耳
モ
聾
セ
ン
計
リ
ニ
ナ
ル
。

ヽ

ト
ナ
リ

ズ
ラ
ノ
衝
突
ト
ナ
ル
。
此
場
合
ニ
ハ
速
二
太
鼓
ヲ
オ

ロ
シ
テ
、

ヤ
ガ
テ
夫
レ
ガ
喧
嘩

ズ
ラ
計
リ
ト
シ
タ
モ
ノ
デ
ア

ッ
タ
。』

バ
ス
／
＼
‘
／
¥
‘
/
¥
‘
バ
ス

ッ
バ
ス
／
＼
‘／
¥
‘
/
¥
‘
バ
ス

ッ。

鼓
ヲ
載
セ
ル
車
ノ
名
デ
ア
ル
。
夫
レ
カ
ラ
長
短
二
種
ノ
太
鼓
ノ
バ
イ
（
パ
イ
ト
ハ
撥
ノ
ナ
マ
リ
語
デ
ア
ラ
ウ
）
ヲ
用
意
ス
ル
。

モ
小
サ
キ
バ
イ
デ
打
ツ
ノ
ヲ
「
キ
ザ
ム
」
卜
云
ヒ
マ
シ
タ
。
大
キ
ナ
バ
イ
デ
打
ツ
ノ
ヲ
「
イ
レ
ル
」
卜
云
ヒ
マ
シ
タ
。
此
ニ
ッ
ノ

共
働
共
鳴
ニ
ョ
リ
テ
面
白
イ
太
鼓
ノ
音
ヲ
出
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
籾
「
デ
ン
デ
コ
」
ナ
ラ
パ
其
キ
ザ
ミ
ハ
、

コ
、
デ
ン
デ
コ
、
／
＼
‘／

¥
,°
夫
レ
ニ
次
ノ
如
ク
イ
レ
ル
。

ン
／
＼
、
‘
デ
ン
／
＼
、／
＼

デ`
コ
、

又
「
バ
ス
／
＼
」
卜
云
フ
ノ
ニ
ナ
ル
ト
‘

ヽ

デ
ン
／
＼
、

゜

テ
コ
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼
／
＼

ス
ッ
テ
ン
デ
ン
。

デ
ン
／
＼
‘
、
デ
ン
／
＼
‘
デ
コ
、

次
ノ
様
ニ
キ
ザ
ミ
、
其
並
二
書
イ
テ
ア
ル
様
ニ
イ
レ
ル
。

テ
太
鼓
ヲ
打
ツ
種
顆
ニ
モ
ニ
種
ア

ッ
テ

一
ヲ
「
ス

ッ
テ
ン
デ
ン
デ
コ
」
卜
云
ヒ

デ
ン
デ
コ
‘

一
ヲ
「
バ
ス
バ
ス
」
卜
云
ヒ
マ
シ
タ
。
何
レ サ

デ
ン
デ

ス
テ
ン
デ
ン

、
デ
ン
デ
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端
神
明
宮
敬
神
会
が
担
当
し
て
い
る
。

神

明

宮

敬

神

会

新
し
い
敬
神
会
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
氏
子
総
代
に
相

曳
山

・
庵
屋
台
の
運
営
は
、
曳
山
連
合
会
の
協
議
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
神
明
宮
の
神
事
や
神
輿
渡
御
な
ど
の
運
営
は
、
城

昔
は
町
の
有
力
者
か
ら
な
る
五
人
の
氏
子
総
代
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、

主
目
的
と
し
て
敬
神
会
が
組
織
さ
れ
、

明
治
四
0
年
(
-
九
0
七
）
に
神
社
維
持
費
の
確
保
を

1
0
名
の
氏
子
総
代
と
一
0
名
内
外
の
高
級
敬
神
会
貝
（
三
等
以
上
）
が
中
心
と
な
り
‘

町
長
が
敬
神
会
長
に
就
任
し
た
。
会
員
は
一
四
種
に
分
け
ら
れ
、
最
高
年
四
0
円
以
上
出
す
も
の
を
一
等
名
誉
会
貝
と
し
、
最
低

年
二
五
銭
の
も
の
を
校
成
会
員
と
し
た
組
織
で
、
大
正
三
年
に
は
会
員
数
三

昭
和
三
三
年
六
月
に
、
当
時
の
氏
子
総
代
九
名
が
全
員
辞
表
を
提
出
し
、

輿
す

。
五
九
名
、
醐
金
四
六
七
円
五
0
銭
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
氏
子
の
各
町
か

神

え

邸

の

供

衛

社
お
兵
ら
は
、
区
長
と
区
長
代
理
が
世
話
役
と
し
て
神
明
社
の
運
営
に
協
力
す
る
こ

三

を

理

。
幸
村

宿
う
山
野
と
に
な
っ
て
い
た
。
昭
和
二
二
年
に
は
、
区
長

・
区
長
代
理
に
代
っ
て
各
町

日

と
幸

。
二
名
の
神
社
委
員
が
選
ば
れ
‘
1
0
名
の
氏
子
総
代
と
一
八
名
の
神
社
委
員

宿

海

る

様

の

あ

様

神
台
で
が
、
宮
司
と
協
議
し
て
神
明
宮
の
運
営
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
か
ら

を

27
J

神
所
計
事
氏
子
総
代
に
は
、
春
祭
の
神
輿
渡
御
の
お
昼
食
宿
を
担
当
す
る
役
目
が
あ
り
、

食

合

神

昼

、

食

御
て
昼
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。

の
べ
御

様

並

r

神

を

る
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渡
御
行
列
に
し
て
し
ま

っ
た
。

当
す
る
も
の
を
理
事
、
神
社
委
員
に
相
当
す
る
も
の
を
協
議
員
と
し
て
一
本
化
し
、
氏

子
九
ヵ
町
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
名
宛
の
理
事
と
協
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

敬
神
会
で
は
、
毎
年
四
月
二
九
日
に
理
事
会
を
開
い
て
一
年
間
の
祭
礼
行
事
の
予
算

案
を
作
成
し
、
五
月
五
日
の
総
会
の
承
認
を
受
け
た
の
ち
、
氏
子
町
九
ヵ
町
の
戸
数
割

に
応
じ
て
割
当
し
、
春
祭
に
六

0
パ
ー
セ
ン
ト
、
秋
祭
に
四

0
バ
ー
セ

ン
ト
の
比
率
で

神
輿
の
担
ぎ
手
を
、
神
明
宮
で
は
金
戸

・
千
福
・
国
広
な
ど
南
山
田
方
面
の
村
へ
頼

り
さ
し
ゃ

む
の
が
慣
例
と
な

っ
て
い
る
。
昔
は
一
基
に
つ
い
て
一

0
余
人
の
力
者
が
長
柄
を
肩
に

し
て
巡
行
し
た
も
の
で
、
そ
の
他
に
お
休
み
台
を
運
ぶ
人
が
そ
れ
ぞ
れ
お
供
を
し
、

な
御
巡
幸
で
あ

っ
た
。
ま
た
行
列
の
四
神
旗
を
持
つ
人
も
、
農
村
の
少
年
た
ち
が
奉
仕
し
た
。

昭
和
三
九
年
か
ら
三
基
の
神
輿
に
は
、

神
輿
や
曳
山
の
担
い
手
・
曳
き
手

経
骰
を
徴
収
し
て
い
る
。

服
装
も
烏
帽
子
に
狩
衣
姿
の
い
か
に
も
古
風

そ
れ
ぞ
れ
樫
製
の
二
輪
車
が
取
付
け
ら
れ
、

服
装
も
神
社
名
入
り
の
標
半
縄
で
間
に
合
わ
せ
て
い
る
。

四
人
の
人
夫
で
楽
に
ひ
け
る
よ
う
に
し
、

四
神
旗
も
小
型
の
四
輪
車
を
作
り
、

ひ
け
る
よ
う
に
し
た
。
祭
礼
日
が
牒
村
の
田
植
期
と
ぶ
つ
か
り
、

人
手
不
足
と
経
費
節
滅
が
、

曳
山
も
、
昔
は
町
の
人
た
ち
の
手
で
曳
か
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
が
、

四
本
と
も
同
時
に
立
て
、

明
治
年
代
に
入

っ
て
次
第
に
近
村
の
人
た
ち
の
手
を

こ
の
よ
う
な
風
情
の
な
い
神
輿
の

一
人
で

l 
諫鼓山の屋根組み
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は
町
内
総
出
の
祭
で
あ
る
が

い
ま
も
力
者
の
す
べ
て
は
、
牒
村
の
人
た
ち
の
厄
介
に

山

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

曳 の

借
り
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
大
正
九
年
(
-
九
二
0

)

頃
に
は
、
各
町
と
も
全
く
近
村
の
人
た
ち
に
依
存
す
る
よ
う
に
な

っ

た
ら
し
い
。
昭
和
五

0
年
に
は
、
西
上
町
は
大
鋸
屋

・
信
末

・
束
西
原

・
是
安
方
面
、
西
下
町
は
上
見

・
土
生
新
、
東
上
町
は
蓑

谷
、
東
下
町
は
西
明

・
堀
越

・
次
郎
丸
、
大
工
町
は
上
田

・
打
尾
・
国
広
、
出
丸
町
は
細
野

・
徳
成

・
北
野
の
人
達
に
依
頼
し
、

毎
年
大
体
定
ま
っ
て
い
る
。
特
に
大
工
町
の
依
頼
し
て
い
た
上
田
（
二
っ
屋
）
は
昭
和
三

0
年
頃
か
ら
過
疎
化
が
進
み
、

三
月
に
解
村
し
た
か
、
城
端
付
近
に
転
住
し
た
人
達
が
前
と
同
じ
よ
う
に
曳
手
と
し
て
参
加
し
て
く
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
長
柄
の
両
端
に
担
い
棒
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
に
肩
布
団
を
あ
て
て
、

蛾
燭
の
灯
も
消
え
て
蓄
電
池
の
利
用
が
多
く
な
り
‘

四
八
年

四
人
か
ら
八
人
の
人
が
肩
に
担
っ

て
練
り
ま
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
夜
と
も
な
れ
ば
担
い
手
の
歩
く
足
取
り
に
つ
れ
て
、
数
あ
る
提
灯
が
ゆ
ら
ぐ
風
情
は
何
と
も

明
る
い
け
れ
ど
も
風
情
が
失
わ
れ

傘
鉾
に
は
、
昔
は
袢
姿
の
傘
鉾
才
許
と
、
半
縄
姿
の
傘
鉾
人
足
が
供
奉
し
た
。
傘
鉾

夜
人
足
は
そ
の
町
内
へ
の
新
し
い
転
住
者
が
奉
仕
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
曳
山

人
足
の
一
人
が
つ
と
め
る
よ
う
に
な
り
、
力
者
の
す
ぺ
て
を
、
近
村
の
人
た
ち
に
依
存

曳
山
祭
が
梨
華
で
優
雅
な
も
の
と
な
っ
た
反
面
、
曳
山
・
庵
屋
台
の
曳
き
役
や
担
い

役
を
、

人
手
に
ゆ
だ
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

近
代
の
曳
山
祭
で
あ
っ
た
。
城
端
祭

景

て
き
た
。

い
え
ぬ
情
緒
が
あ

っ
た
。
こ
れ
も
人
手
不
足
と
経
伐
節
滅
で
ゴ
ム
車
の
取
付
け
と
な
り

庵
屋
台
は
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八一
0

)

、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
0

)

、
明
治
三
一
年
(
-
八
九
八
）

も
無
事
に
‘
曳
山
の
御
神
像
を
火
災
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

年
の
大
火
で
大
工
町
の
曳
山

・
庵
屋
台
は
焼
失
し
た
が
、
御
神
像
の
御
面
像
や
装
束
が

助
か
っ
た
の
は
分
散
保
管
の
お
か
げ
で
あ
る
。
現
在
も
こ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
町

ど
の
場
合
に
避
難
し
や
す
い
よ
う
に
考
え
た
方
法
で
あ
る
。

の
三
度
の
大
火
の
時

明
治
三
一

こ
の
た
め
文
化
七
年
（

ど
は
鈴
木
左
平
ヘ

と
い
う
よ
う
に
分
散
し
て
預
け
て
い
る
。
こ
れ
は
火
災
や
天
災
な

い
つ
も
は
分
解
し
て
山
蔵
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。

昔
は
御
神
像
の
御
面
像
や
手
足
・
装
束
な
ど
を
、

し
て
保
管
を
依
頼
し
て
い
た
。

め
っ
た
に
山
蔵
の
扉
は
あ
け
ぬ
こ
と
に
し
て
い
る
。

曳
山
と
庵
屋
台
は

山
蔵
の
扉
を
あ
け
る
日

二、

宵

祭

な
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

榮 下 町 の 山 蔵

山
蔵
の
錠
前
の
鍵
は
、
区
長
が
用
心
深
く
仕
舞
い
こ
み
、

町
内
の
査
産
家
の
土
蔵
に
、
分
散

明
治
一
三
年
の
西
上
町
「
御
恵
比
須
様
装
束
挽
山
之
備

品
預
ヶ
物
留
帳
」
に
よ
る
と
、
御
面
像
と
烏
帽
子
・
足
な
ど
は
丸
山
栄
造
‘
装
束
と
鯛

長
持
な
ど
は
森
田
善
左
衛
門
、
傘
鉾
は
藤
井
与
三
右
衛
門
、
長
提
灯
や
丸
子
・
弓
張
な
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第六章 曳山祭の運営

台
宿
へ
庵
を
運
ん
で
飾
付
け
を
し

け
ら
れ
る
。

こ
の
頃
に
は
遠
来
の
露
天

内
が
あ
る
。
曳
山
は
現
在
、
西
下
町
だ
け
が
分
解
し
て
収
納
し
て
い
る
が
、
他
の
五
ヵ
町
は
山
蔵
を
新
築
ま
た
は
改
築
し
て
棟
を

高
く
し
、
上
橙
ま
で
組
立
て
た
ま
ま
収
納
し
て
い
る
。

五
月
一
四
日
、
山
蔵
の
扉
は
一
年
ぶ
り
に
あ
け
ら
れ
て
、
曳
山
や
庵
屋
台
が
組
立
て
ら
れ
る
。
御
神
像
も
山
番
の
家
で
飾
り
つ

じ
9

^

西
下
町
で
は
午
前
九
時
頃
か
ら
曳
山
・
庵
屋
台
の
組
立
て
に
と
り
か
か
る
。
若
連
中
は
庵
を
支
え
る
重
を
組
立
て
た
の
ち
、
屋

一
方
曳
山
の
組
立
て
は
、
昔
は
大
工
四
人
と
山
出
し
人
足
三
人
か
ら
五
人
位
で
、

箱
入
の
彫
刻
類
を
運
ぴ
出
し
て
組
立
て
に
と
り
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
協
議
委
員
は
総
出
で
山
宿
へ
御
神
像
の
備
品
等
を
運
び

入
れ
て
飾
付
け
を
す
る
。
曳
山

・
庵
屋
台

・
御
神
像
の
飾
付
け
は
、
大
体
午
後
五
時
頃
ま
で
か
か
る
。

曳山の保全のため夜半は、シー

トで覆う。

／山巌の所在地
I I 

出 大 東 東 西 西 町
丸 工 下 上 下 上
町 町 町 町 町 町 名

城 城 城 城 城 城
端 端 端 端 端 端
町 町 町 町 町 町 所

＾ ^  出 大 東 東 地 西
丸 工 下 上 子 上
町 町 町 町 g 町｀ →ー＇ ヽ ヽ ~ - “ 

四 --八 五 ｀ 四 在ノヽノ‘

五五 ＇ 九九/‘ 

番 九八 番 九 八
地 番番 地 番 五五 番
地地 地 番番 地 地
のの の 地地

のの の

山
蔵
か
ら
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宵 祭

と
き
に
は
、
順
番
を
繰
上
げ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

を
改
築
し
畳
を
入
れ
か
え
た
家
が
山
宿
を
す
る
こ
と
が
多
い
。

条
件
は
か
な
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
が

一
般
に
家
を
新
築
し
た
場
合
や
祝
事
な
ど
で
家

山宿に飾る関羽・周倉像

商
一

0
0店
余
り
が
、
別
院
前
通
り
に
天
幕
を
張
っ
て
商
売
を
始
め
る
。
御
坊
町
通
り
は
着
飾
っ
た
子
供
達
の
天
国
で
大
賑
わ
い

山
宿
と
飾
り
山

山
宿
ま
た
は
山
番
と
い
う
の
は
、

五
月
一
四
日
の
宵
祭
に
御
神
像
を
飾
付
け
て
一
般
に
公
開
す
る
家
の
こ
と
で
あ
る
。
昔
は
相

当
の
資
産
家
で
な
け
れ
ば
山
宿
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、

現
在
残
っ
て
い
る
西
下
町
や
東
上
町
の
古
い
記
録
に
よ
っ
て
も
分
か

る
。
山
宿
の
条
件
と
し
て
は
、
間
口
が
広
く
奥
行
の
深
い
家
で
、
座
敷
は
書
院
造
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
。
現
在
で
は
、

山
町
で
は
六
番
山
に
な

っ
た
年
に
、
翌
年
は
一
番
山
に
な
る
の
で
一
番
山
か
ら
六
番

山
ま
で
の
山
宿
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
。
都
合
に
よ
っ
て
そ
の
予
定
が
不
可
能
な

そ
の
よ
う
に
山
番
順
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
当
っ
た
家
で
は
、

少
く
と
も

一
年
前
、

中
に
は
三
年
程
前
か
ら
そ
の
準
備
に
と
り
か
か
り
、
家
の
建
て
か
え
、
内
部

の
改
装
、
庭
の
造
り
か
え
、
調
度
品
の
買
込
み
を
行
う
。
そ
の
た
め
相
当
の
出
代
を
必

要
と
す
る
の
で
、
最
も
家
業
の
繁
栄
す
る
時
期
で
、
経
済
状
態
の
よ
い
家
で
な
い
と
山

宿
を
ひ
き
う
け
な
い
の
が
常
識
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
山
番
に
あ
た
れ
ば
‘

こ
の
大
役

と
な
る
。

こ
の
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多
い
。

は
誇
り
で
も
あ
っ
た
。

を
つ
と
め
る
た
め
に
家
族
の
者
全
体
の
協
力
が
大
事
で
あ
り
、
家
族
円
満
、

立
派
に
責
任
を
果
す
こ
と
が
山
町
の
人
々
に
と
っ
て

一
生
に
一
度
の
こ
の
栄
営
を
記
念
し
て
、
宵
祭
り
の
晩
に
親
戚
、
知
人
等
を
招
待
し
て
祝
冥
を
開
く
人
も

一
四
日
と
一
五
日
の
両
日
は
、

山
宿
に
御
神
像
や
金
箔
塗
の
彫
刻
等
を
保
管
し
て
い
る
の
で
、
特
に
当
夜
は
火
元
に
注
意
し
、

山
宿
の
主
人
は
寝
ず
に
こ
の
宝
物
を
守
る
責
任
が
あ
る
。
最
近
は
町
内
の
公
民
館
を
利
用
し
て
山
番
を
つ
と
め
る
人
が
増
え
た
の

で
、
昔
ほ
ど
の
出
費
や
気
苦
労
は
少
く
な
っ
て
い
る
。

山
宿
で
の
人
形
飾
り
を
”
飾
り
山
“
と
称
し
て
い
る
が
、
午
後
五
時
頃
か
ら
御
神
像
に
照
明
を
施
し
、
金
や
彩
色
の
座
敷
屏
風

を
立
て
、
生
花
な
ど
も
栞
華
に
飾
っ
て
一
般
に
公
開
す
る
。
御
神
像
に
は
神
誤
を
供
え
、

山
宿
は
こ
の
日
の
た
め
に
畳
を
全
部
新
調
す
る
の
が
古
来
か
ら
の
慣
習
に
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
町
内
目
ぬ
き
の
場
所
に
は
組
立
て
た
曳
山
が
飾
ら
れ
、

照
明
を
あ
て
た
萩
華

像人
絢
爛
た
る
姿
は
、
不
夜
城
の
如
き
景
観
で
あ
る
。

老寿[

御

旅

所

に
一
四
日
の
晩
は
御
旅
の
夜
で
、
野
下
町
の
南
端
と
新
町
の
南
端
に
、
隔
年
交
替
で
御

宿山
旅
所
が
築
造
さ
れ
る
。
そ
の
宵
に
神
様
は
神
社
を
出
御
し
て
御
旅
所
へ
お
移
り
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
神
社
境
内
の
外
へ
御
旅
所
が
た
て
ら
れ
る
の
は
、
藩
政
時
代
に
は
城
端
町

だ
け
に
許
さ
れ
た
こ
と
で
、
他
町
村
に
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
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城
端
神
明
宮
に
は
、
春
日
神
輿
（
六
角
形
で
屋
根
上
の
飾
り
は
鳳
凰
）
、

屋
根
上
の
飾
り
は
鶏
）

の
三
台
が
あ
る
。

春
日
神
輿
に
は
奈
良
の
春
日
大

あ
ま
つ
｀
）
や
嬰
•
J

O

社
の
祭
神
で
あ
る
天
津
児
屋
オ
命
を
祀
り
、

は
＂
だ

h
"
の
み
•
j
と

石
清
水
神
輿
に
は
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
の
祭
神
で
あ
る
誉
田
別
命
（
武
神
の
応
神

天
皇
）
を
祀
り
、
神
明
宮
神
輿
に
は
伊
勢
皇
大
神
宮
内
宮
の
祭
神
で
あ
る
天
照
大
御
神
を
祀
っ
て
あ
る
。

は
、
中
央
が
神
明
宮
神
輿
、
向
っ
て
右
側
が
春
日
神
輿
、
左
側
が
石
清
水
神
輿
で
あ
る
。

石
清
水
神
輿
（
八
角
形
で
屋
根
の
飾
り
は
鳩
）
、
神
明
宮
神
輿
（
八
角
形
で

で
あ
る
。

一
四
日
に
各
町
で
は
大
き
な
流
し
旗
を
立
て
、

天
上
よ
り
神
を
迎
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

寺
か
ら
来
る
”
ヨ
ダ
テ
”
と
い
う
舞
い
が
あ
り
、
悪
魔
払
い
を
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。

か
ら
神
輿
に
お
移
り
の
時
、
神
輿
か
ら
本
殿
へ
お
帰
り
の
時
に
、
神
職
は

鼻
口
を
白
布
で
覆
い
、
神
様
を
捧
持
し
て
走
る
が
、
そ
の
時
に
参
詣
人
と

神
輿
担
ぎ
人
等
は
一
斉
に
関
の
声
を
あ
げ
て
「
ワ
ァ
ー
」
と
叫
ん
だ
も
の

る。

さ
ら
に
昔
に
は
北
野
の
海
乗

神
様
が
神
明
宮
を
出
御
さ
れ
る
と
き
に
は
、
南
町
の
獅
子
舞
が
お
迎
え
に
あ
が
っ
て
御
旅
所
ま
で
先
導
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い

る
。
昔
は
そ
の
と
き
に
、
各
町
の
傘
鉾
も
お
迎
え
に
出
た
と
い
う
が
、
今
で
は
全
く
廃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
神
様
が
本
殿

＇ ,. -----·—---各11!Jに 2本立てる況し旗

r天地無柏春又帰」と置いてある

出丸11!Jの旗。

御
旅
所
で
の
神
輿
の
位
置
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各
）
…
…
…
。

IB 
マ
ツ
リ
と
サ
イ
レ
イ

一＿‘

曳

山

祭

で
も
城
端
の
祭
は
近
郷
に
は
稀
な
立
派
な
も
の
で
あ
る
。

め
る
。
婦
女
子
は
髪
を
飾
り
盛
装
し
て
町
を
彩
っ
て
歩
く
の
で
あ
る
。

一
四
日
の
晩
は
八
時
頃
か
ら
、
六
ヵ
町
の
若
連
中
が
、

こ
の
宵
祭
だ
け

そ
の
年
の
曳
山
順
序
に
し
た

が
い
御
旅
所
へ
参
拝
す
る
。
囃
子
屋
台
に
提
灯
を
つ
け
、
笛

・
太
鼓
に
三
味
線
で
賑
々

像須
し
く
庵
囃
子
を
演
奏
し
な
が
ら
、
町
内
を
出
発
し
て
御
旅
所
へ
向
う
。
そ
こ
で
各
町
の

比恵
庵
唄
を
奉
納
し
、
一
五
日
祭
礼
の
晴
天
と
無
事
を
祈
願
す
る
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、
町
内
一
般
の
人
や
近
郊
の
人
た
ち
が
打
ち
揃
っ
て
御
旅
所
に
参

る飾に
詣
し
、
各
町
の
飾
り
山
や
飾
り
庵
を
見
て
歩
き
、
宵
宮
祭
と
し
て
町
内
は
殷
賑
を
き
わ

宿山

柳
田
国
男
氏
は
「
日
本
の
祭
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

r
祭
礼
は
つ
ま
り
祭
の
一
種
、
特
に
美
々
し
く
花
や
か
で
楽
し
み
の
多
い
も
の
と
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。
或

は
も
っ
と
具
体
的
に
、
見
物
と
い
ふ
も
の
が
集
ま
っ
て
来
る
祭
が
祭
礼
で
あ
る
と
謂
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
…
…
…

（中

庵

唄

の

奉

納
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継
が
れ
て
い
る
。

そ
の
時
々
の
思
い
つ
き
の
風
流
は

が
、
す
で
に
失
わ
れ
て
久
し
い
。

い
つ
し
か
ま
た
消
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
風

一
般
的
な
る
祭
礼
の
特
色
は
、
神
輿
の
渡
御
‘
之
に
伴
な
ふ
色
々
の
美
し
い
行
列
で
あ

っ
た
。
中
古
以
来
、
京
都
な
ど
で
は
こ

の
行
列
を
風
流
と
呼
ん
で
い
た
。
風
流
は
即
ち
思
ひ
付
き
と
い
ふ
こ
と
で
、
新
し
い
意
匠
を
競
ひ
、
年
々
目
先
を
か
へ
て
行
く
の

が
本
意
で
あ

っ
た
。
我
々
の
マ
ツ
リ
は
是
あ
る
が
為
に
、

サ
イ
レ
イ
に
な

っ
た
と
も
謂
へ
る
の
で
あ
る
。」

城
端
に
お
け
る
曳
山
祭
の
成
立
は
、
ま
さ
に
こ
の
サ
イ
レ
イ
の
開
始
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
、
享
保
初
期
の
経
済
不
況

•

生
活
難

の
中
か
ら
、
招
福
除
災
・
商
売
繁
昌
の
願
い
を
こ
め
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

城
端
の
曳
山
祭
は
、
神
輿
渡
御
に
氏
子
各
町
の
傘
鉾
．
曳
山
・
庵
な
ど
が
供
奉
す
る
祭
礼
で
あ
る
が
、
特
に
傘
鉾
の
存
在
は
、

き
わ
め
て
古
い
祭
礼
の
形
式
を
伝
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
渡
御
行
列
を
先
導
す
る
の
は
獅
子
舞
と
剣
鉾
で
あ
る
。

頃
ま
で
は
武
者
行
列
の
お
供
も
あ

っ
た
と
い
う
。

昔
の
祭
に
は
庵
の
前
に
、
前
囃
子
と
い
う
も
の
が
あ

っ
て
、
各
町
の
子
供
が
い
ろ
い
ろ

な
扮
装
を
し
て
庵
と
曳
山
を
先
導
し
た
。

こ
れ
も
風
流
の

一
種
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
も
ま
た
、
行
列
の
中
の
風
流
で
あ

っ
た

流
の
中
で
も
信
仰
に
結
び
つ
い
た
風
流
に
は
、
な
が
い
生
命
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

城
端
の
特
異
な
祭
礼
風
流
の
傘
鉾
に
は
、
氏
子
町
民
の
神
迎
え
の
信
仰
が
脈
々
と
受
け

山宿に飾る布袋像と脇 人形

明
治
中
期
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第六章 曳山祭の運営

傘
鉾
と
曳
山
と
庵
の
あ
る
祭

桐
の
花
咲
く
坂
の
町
、
城
端
の
曳
山
祭
の
朝
が
や

っ
て
き
た
。
五
月
一
五
日
は
早
朝
、

は
御
神
像
を
曳
山
の
上
に
移
し
、
曳
山
・
庵
屋
台
の
準
備
を
整
え
る
。
各
家
で
は
神
輿
の
御
巡
幸
に
そ
な
え
て
清
浄
な
砂
を
用
意

獅
子
霙
と
働
鉾

す
る
。

各
町
の
傘
鉾
は
順
次
御
旅
所
の
前
に
集
合
し
て
神
輿
の
御
発
殻
を
待
つ
。
庵
屋
台
と

そ
れ
に
傘
鉾
が
続
き
、

か

出

し

て

い

く

。

⑯

作
像
嗚
曳
山
祭
は
各
地
に
存
在
す
る
が
、
獅
子
と
蜘
鉾
が
先
導
し
、

且
荒
さ
ら
に
曳
山
・
庵
屋
台
の
豪
華
な
行
列
が
神
輿
の
渡
御
に
お
供
す
る
と
い
う
祭
礼
は
、

天
木77

ど
こ
に
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
珍
ら
し
い
形
式
で
あ
る
。
中
で
も
氏
子
各
町
が
一
基

大

4
の

O
山
年
ず
つ
の
傘
鉾
を
出
し
て
、
神
輿
の
渡
御
を
お
迎
え
す
る
の
は
、
古
い
神
迎
え
の
神
事
の

耀

幻
東
安
原
形
を
保
つ
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
氏
子
各
町
が
獅
子
舞
・
庵
屋
台

・
雅
楽
の
芸
能
を

分
担
し
て
祭
礼
に
参
加
す
る
の
は
、
神
と
人
と
の
饗
宴
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

獅
子
舞
と
剣
鉾
は
、
神
輿
渡
御
の
行
列
を
先
導
す
る
と
い
う
意
味
で
共
通
の
役
割
を
も

っ
て
い
る
。
剣
鉾
は
悪
魔
を
除
き
‘
邪

鬼
を
払
う
神
具
で
あ
る
。
ま
た
獅
子
は
、
人
間
の
生
活
を
お
び
や
か
す
悪
霊
を
し
ず
め
る
威
力
あ
る
も
の
と
す
る
信
仰
と
結
び
つ

曳
山
も
別
院
前
に
集
合
し

1
0
時
頃
に
は
野
下
町
通
り
か
ら
水
月
公
園
前
へ
と
練
り

い
わ
ゆ
る
夜
の
引
明
と
と
も
に
、
各
町
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め
、
他
の
獅
子
は
神
輿
の
後
を
お
さ
え
て
お
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

神
輿
の
渡
御
行
列
は
、
獅
子
舞
を
先
頭
に
剣
鉾
が
続
き
‘

そ
の
後
に
氏
子
八
ヵ
町
の

上

・
東
下
・
西
上
・
西
下
・
出
丸
の
九
ヵ
町
が
氏
子
町
で
あ
る
が
、
昔
は
八
ヵ
町
で
あ

昔
は
野
下
町
が
獅
子
舞
を
担
当
し
て
い
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
現
在
は
南
町
が
獅

子
舞
を
担
当
し
、
神
輿
の
渡
御
を
先
導
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
大
正
年
代
か
ら
で
当
時

南
町
の
地
区
は
地
畠
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
。
南
町
（
地
畠
）

で
は
現
在
の
獅
子
頭
の
以

前
は
、
頭
の
形
が
竜
の
顔
に
似
た
古
風
な
獅
子
頭
を
用
い
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
獅
子

頭
は
長
い
間
神
明
宮
に
保
管
さ
れ
て
い
た
昔
の
野
下
町
で
使
用
し
た
も
の
だ

っ
た
と
い

わ
れ
る
。
ま
た
明
治
の
頃
、
”
林
道
の
獅
子
舞
チ
ュ
ー
ピ
ュ
ル
ピ
ュ
“
な
ど
と
子
供
た
ち
は
囃
し
た
て
た
と
い
う
。

を
担
当
す
る
前
は
、
林
道
の
村
に
依
頼
し
て
獅
子
を
出
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

現
在
、
城
端
の
旧
町
部
で
は
南
町
の
他
に
野
下
町
と
西
新
田
町
に
獅
子
が
あ
る
。
野
下
の
獅
子
舞
は
、
昭
和
三
八
年
か
ら
新
し

く
始
め
た
も
の
で
、
若
杉
の
村
が
過
疎
現
象
で
獅
子
舞
を
維
持
で
き
な
く
な
り
、

昔
の
剣
鉾
は
人
が
担

っ
て
巡
行
す
る
簡
単
な
形
式
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
獅
子
頭
を
譲
り
う
け
た
こ
と
が
契
機
で
あ

っ
た
。
神
明
宮
の
祭
礼
に
は
、
近
辺
の
村
々
の
獅
子
が
特
別
参
加
す
る
年
も
あ
り
、
南
町
の
獅
子
が
神
輿
巡
幸
の
露
払
い
を
つ
と

明
治
末
期
に
西
下
町
の
古
い
曳
山
の
車
を
譲
り
う
け

っ
た
。
南
町
に
は
ま
だ
家
並
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

傘
鉾
が
進
み
三
基
の
神
輿
が
巡
幸
す
る
。

い
ま
は
南
町

・
新
町

・
野
下

・
大
工
町

・
東

き
、
祭
礼
の
神
輿
渡
御
の
露
払
い
の
役
目
を
し
て
い
る
。

地
畠
が
獅
子
舞 諫 の 飾 り 山
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て
二
輪
車
と
な
り
、

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
現
在
の
御
所
車
風
の
立
派
な
剣
鉾
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
に
新
調
し
‘
素

地
エ
匠
は
浅
野
利
吉
郎
、
塗
師
は
竹
林
鶴
南
、
彫
刻
は
直
海
喜
太
郎
（
井
波
）
、
金
輪
は
米
沢
勝
一
郎
（
金
沢
）
で
、
昭
和
五
年
に

完
成
し
た
。
剣
鉾
の
竿
に
は
「
太
神
宮
」
と
書
い
た
流
し
旗
が
さ
げ
ら
れ
る
が
、
神
明
宮
に
あ
る
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
加
賀

藩
祐
筆
山
本
源
右
衛
門
の
書
い
た
社
額
の
文
字
を
模
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

傘
鉾
と
傘
鉾
才
許

そ
の
後
を
氏
子
八
ヵ
町
の
傘
鉾
が

神
輿
渡
御
の
行
列
に
は
、
露
払
い
の
獅
子
に
続
い
て
勅
鉾
の
車
が
軋
り
音
を
た
て
て
進
み
、

連
ら
な
る
。
傘
鉾
は
三
基
の
神
輿
を
先
導
し
、
神
霊
を
天
上
よ
り
お
招
き
す
る
依
代
で
あ
り
、
各
町
氏
子
の
信
仰
を
代
表
す
る
も

し
る
し
ば
ん
て
ん

各
町
の
標
半
纏
を
着
用
し
た
人
夫
が
傘
鉾
を
捧
持
し
、

そ
れ
を
先
導
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
傘
鉾
才
許
が
お
供
を
す
る
。
昔
は

町
内
の
代
表
者
が
そ
の
任
に
当
っ
た
が
、

見
ら
れ
な
く
な
り
、
傘
鉾
は
持
ち
方
一
人
で
神
輿
の
行
列
に
加
わ
っ
て
い

こ
の
姿
も
今
で
は

そ
の
後
、
外
部
か
ら
町
内
へ
転

。
入
し
て
き
た
人
か
町
内
に
い
て
も
新
し
く
家
を
持
っ
た
人
が
選
ば
れ
、
祭

台獨の
に
先
だ
っ
て
「
傘
鉾
才
許
」
と
書
い
た
切
書
を
配
っ
て
委
颯
さ
れ
る
。
傘

宿5

鉾
才
許
は
各
町
備
え
つ
け
の
袢
を
着
用
、
小
刀
を
腰
に
し
て
神
事
を
勤
め

え伝
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
何
時
し
か
こ
の
仕
来
り
も
く
ず
れ
、

を

曳
山
人
夫
の
年
配
者
を
選
ん
で
枠
姿
で
お
供
さ
せ
た
。

苔
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が
捧
持
し
て
供
奉
し
た
。

五
番
山
屋
台
、

こ
の
行
列
に
つ
づ
い
て
一
番
山
屋
台

町
傘
鉾

n
n
5

春
日
神
輿

警
察
署
長

小
学
校
長

名

営

職

区

長

総
供

獅
子

石

消

水

神

輿

祠
掌

伶
倫

氏
子
総
代

町

長

助

役

上
下
着
供

る
。
し
か
し
現
在
も
傘
鉾
才
許
と
い
う
名
称
は
残

っ
て
お
り
、
委
嘱
さ
れ
た
人
は
傘
鉾
人
夫
の
日
当
を
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
て

昔
は
祭
礼
前
日
の
一
四
日
、
神
輿
か
御
旅
所
へ
出
御
の
と
き
に
各
町
の
傘
鉾
が
神
明
宮
へ
お
迎
え
に
行

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

神

輿

の

渡

御

渡
御
行
列
の
順
序
は
第
二
次
大
戦
以
前
、

列列
係係

御
初
穂

0
0
町
傘
鉾

旅

持
筑

持

太
鼓

上
下
着
供

警

固

警

固

次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

笛

礼

服

箔

供

鉦

獅

子

礼

服

箔

供

0
0
町
傘
鉾
上
下
着
供

0
0
町
傘
鉾

神
明
宮
神
輿

上
下
着
供

上
下
着
供

0
0
町
傘
鉾

0
0
町
傘
鉾
上
下
着
供

□
5

朱
雀

敬
神
会
長

神

官

神

官
囃

一
番
山
、
二
番
山
屋
台
、
二
番
山
、
三
番
山
屋
台
、

三
番
山
、

五
番
山
、
六
番
山
屋
台
、
六
番
山
が
堂
々
と
練
り
出
す
。

四
神
旗
は
、
東
西
南
北
の
四
方
の
星
座
と
方
位
を
司
る
神
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
、
朱
雀
は
南
神
、
玄
武
は
北
神
、
青
龍
は
東
神
、

白
虎
は
西
神
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
を
立
て
る
車
が
出
来
る
以
前
は
、
狩
衣
ま
た
は
神
明
社
紋
章
染
の
法
被
を
着
た
近
村
の
童
子

玄
武

四
番
山
屋
台
、

青

龍

白

虎

四
番
山
、

上
下
着
供

0
0

ま
た
獅
子
も
こ
の
と
き
に
社
参
し
た
と
い
う
。

い
る
。

0
0
町
傘
鉾 新
町
剣
鉾
上
下
箔
供

0
0
町
傘
鉾

上
下
済
供
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〔
昭
和
二
六
年
〕

渡
御
行
列
の
供
奉
者
は
太
平
洋
戦
争
終
了
後
は
神
社
所
管
の
変
更
に
よ

っ
て、

町
長
以
下
の
官
公
吏
は
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、

現
在
で
は
氏
子
総
代
や
区
長
に
代

っ
て
、
敬
神
会
理
事
が
各
町
氏
子
の
代
表
と
し
て
お
供
し
て
い
る
。

神
輿
巡
幸
の
道
順
は
大
体
一
定
し
て
い
る
が
、
御
旅
所
や
神
様
御
昼
所
の
位
置
に
よ

っ
て
多
少
変
更
さ
れ
る
。
昭
和
六
年
と
昭

野
下
町
御
旅
所
御
発
輿
、
野
下
町
四
辻
ヲ
右
へ
、
西
方
寺
町
学
校
前
ヲ
左
へ
、
今
町
畑
庄
太
郎
前
マ
デ
同
所
御
戻
リ
、
来
栖
角
ヲ
右

へ
、
野
下
町
龍
勝
寺
前
ヲ
左
へ
、
野
下
町
四
辻
マ
デ
同
所
御
戻
リ
、
高
宮
前
ヲ
左
へ
、
別
院
大
門
前
ヲ
右
へ
、
御
坊
町
通
リ
寺
井
角
ヲ

左
へ
、
西
上
町
西
下
町
松
島
角
ヲ
右
へ
、
東
横
町
土
生
角
ヲ
左
へ
、
東
下
町
元
古
野
角
ヲ
左
へ
、
中
川
理
三
郎
前
ヨ
リ
岡
部
右
平
前
マ

デ
同
所
御
戻
リ
、
岸
角
ヲ
右
へ
、
出
丸
町
川
原
町
同
所
御
戻
リ
、
西
下
町
神
沢
銀
行
角
ヲ
左
へ
、
束
横
町
千
田
角
ヲ
右
へ
、
束
下
町
東

上
町
荒
木
文
平
角
ヲ
右
へ
、
御
坊
町
通
リ
御
昼
所
大
岡
小
兵
衛
邸
御
着
。

御
昼
所
御
発
輿
、
御
坊
町
通
リ
大
岡
角
ヲ
左
へ
‘
荒
町

一
カ
亭
角
ヲ
右
へ
、
西
横
町
大
井
常
次
郎
前
マ
デ
同
所
御
戻
リ
、
浄
念
寺
前
ヨ

リ
寺
内
ヲ
経
テ
別
院
山
門
前
ヲ
左
へ
、
御
坊
町
通
リ
四
軒
町
同
所
御
戻
リ
、
宗
林
寺
町
被
場
大
工
町
川
辺
角
ヲ
右
へ
、
宮
岡
卯
八
郎
前

マ
デ
同
所
御
戻
リ
新
町
山
本
久
松
角
ヲ
左
へ
、
西
方
寺
町
通
リ
ヲ
経
テ
神
明
社
へ
遠
御
。

午
前
八
時
新
町
御
旅
所
御
発
輿
、
山
本
久
松
角
ヲ
左
へ
、
今
町
ヲ
北
へ
荒
木
淑
枝
前
迄
同
所
御
戻
リ
、
来
栖
喜
一
郎
角
ヲ
右
へ
、
中

野
下
ヲ
南
へ
、
瑞
泉
寺
前
ヲ
西
へ
、
野
下
町
ヲ
北
へ
、
中
川
安
太
郎
前
ヲ
経
テ
松
原
平
一
郎
角
ヲ
右
へ
、
四
軒
町
迄
同
所
御
戻
リ
、
玉

井
か
の
角
ヲ
左
へ
、
宗
林
寺
町
ヲ
南
へ
、
披
楊
ヲ
経
テ
川
辺
栄
三
郎
角
ヲ
右
へ
、
大
工
町
ヲ
北
へ
、
北
陸
銀
行
角
ヲ
右
へ
、
片
山
縫
工

〔
昭
和
六
年
〕

和
二
六
年
の
順
路
を
、
次
に
記
し
て
み
る
。
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神

様

宿

所
角
ヲ
左
へ
、
東
町
ヲ
北
へ
、
千
田
安
太
郎
角
ヲ
左
へ
、
東
横
町
ヲ
西
へ
、
元
十
二
銀
行
角
ヲ
右
へ
、
西
下
町
出
丸
町
ヲ
北
へ
、
川
原

町
岸
孜
前
迄
同
所
御
戻
リ
、
出
丸
町
ヲ
南
へ
、
中
川
孝
次
郎
角
ヲ
左
へ
、
東
下
町
山
蔵
前
迄
同
所
御
戻
リ
、
束
町
ヲ
南
へ
、
土
生
与
吉

角
ヲ
右
へ
、
松
島
直
治
角
ヲ
左
へ
、
堀
川
俊
夫
前
ニ
テ
小
憩
、
神
官
昼
食
。

午
後
同
所
御
発
、
西
町
ヲ
南
へ

‘
蔵
田
幸
作
角
ヲ
右
へ
、
渡
辺
勝
次
角
ヲ
右
へ
、
荒
町
ヲ
北
へ
、
高
田
角
ヲ
右
へ
、
本
折
友
吉
横
迄

同
所
御
戻
リ
、
西
横
町
ヲ
西
へ
、
浄
念
寺
前
ヲ
南
へ
、
図
書
館
角
ヲ
右
へ
、
笹
井
勝
之
前
迄
、
同
所
御
戻
リ
店
井
角
ヲ
左
へ
、
別
院
前

ヲ
経
テ
御
坊
町
ヲ
束
へ
、
長
谷
川
仁
太
郎
角
ヲ
右
へ
、
大
工
町
新
町
ヲ
南
へ
、
南
町
山
本
次
三
郎
前
迄
同
所
御
戻
リ
、
山
本
久
松
角
ヲ

左
へ
、
学
校
前
ヲ
西
へ
、
瑞
泉
寺
角
ヲ
左
へ
、
神
明
道
ヲ
南
へ
、
元
兵
舎
前
迄
同
所
御
戻
リ
、
本
宮
へ
遠
御
。

神
様
の
御
昼
所
の
こ
と
を

”神
様
宿
“
と
称
し
て
、
従
来
は
氏
子
総
代
一

0
人
が
毎
年
交
替
で
斎
き
祀
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

そ
の
家
を
神
緬
と
し
て
三
社
の
神
輿
を
並
べ
て
お
飾
り
し
、
九
品
の
供
物
を
三
台
宛
、
合
計
二
七
台
の
海
幸
山
幸
を
お
供
え
し
て

の
御
昼
食
神
事
で
あ
っ
た
。

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一

0
年
に
一
度
の
奉
仕
だ
か
ら
と
、

と
な
り
‘

ヽ

こ
と
よ',
 

そ
の
た
め
相
当
広
い
座
敷
が
必
要
で
、

畳
の
表
替
‘
供
奉
者
の
饗
応
な
ど
相
当
の
経
積
が
か
か
る
も

む
し
ろ
光
栄
と
す
る
風
が
あ
っ
た
。
戦
後
は
饗
応
等
は
か
な
り
簡
単

さ
ら
に
氏
子
総
代
制
が
廃
さ
れ
て
敬
神
会
理
事
が
こ
れ
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
神
様
宿
を
ひ
き
う
け
る

や
は
り
相
当
な
負
担
で
、
昭
和
四
六
年
か
ら
は
大
工
町
の
旧
役
場
跡
の
建
物
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
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め
て
新
調
し
た
。
毎
年
五
月
一
五
日
に
は
、
神
様
の
御
昼
食
宿
で

日
本
の
舞
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

浦
安
の
舞
は
、
昭
和
一
五
年
に
皇
紀
二
千
六
百
年
記
念
と
し
て
全
国
の
神
社
で
奉
納

さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
古
歌
に

『
波
立
た
で
風
治
ま
れ
る
君
が
代
に
‘

あ
ら
わ
す
浦
安
の
国
』
と
あ
る
よ
う
に
、
浦
安
の
国
と
は
心
安
ら
ぐ
国
、
平
安
な
国
の

意
味
で
、
古
代
に
お
け
る
日
本
の
国
の
異
称
で
あ
る
。

そ
の
名

し
た
が

っ
て
浦
安
の
舞
と
は
、

城
端
神
明
社
で
は
昭
和
一
六
年
の
春
祭
に
始
め
て
こ
の
舞
を
奉
納
し
た
。
衣
裳
は
初

め
山
下
清
次
郎
が
寄
付
し
た
が
、
昭
和
四
八
年
の
御
遷
座
四
百
年
祭
に
山
下
重
之
が
改

一
六
日
の
大
祭
に

は
神
明
宮
の
拝
殿
で
浦
安
の
舞
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
歌
詞
は

r
天
地
の
神
に
ぞ
祈
る

朝
な
ぎ
の
、
海
の
如
く
に
波
立
た
ぬ
世
を
」
で
、
奏
楽
は
新
町
を
中
心
と
し
た
有
志
で
結
成
し
て
い
る
「
友
月
連
」
が
担
当
し
、

雅
楽
が
演
奏
さ
れ
る
。
舞
姫
は
四
人
で
、
敬
神
会
役
員
家
族
の
未
婚
の
処
女
か
ら
選
ば
れ
る
。

曳

山

の

順

路

曳
山

・
庵
屋
台
の
巡
路
は
、
神
輿
行
列
の
後
を
追
う
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
実
際
は
必
ず
し
も
そ
の
通
り
で
は
な
い
。
道
路
事

情
や
巡
行
時
間
の
関
係
で
、

む
し
ろ
そ
の
順
路
は
全
く
別
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。

昔
は
、
朝
の
曳
山
は
大
工
町
を
上
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
大
正
一

0
年
頃
か
ら
宗
林
寺
町
を
上
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。
現
在

浦

安

の

箕

浦 安 の 舞
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と
に
な
っ
た
。

の
よ
う
に
野
下
町
か
ら
上
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
四

0
年
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
東
上
町
は
毎
年
下
る
曳
山
を
受
け
、
西
下

町
は
毎
年
出
丸
町
よ
り
上
る
曳
山
を
受
け
て
い
た
が
、

明
治
四

0
年
頃
か
ら
一
年
交
替
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

出
丸
町
は
、
昔
は
道
幅
が
狭
く
＂
出
丸
の
坂
の
曳
き
違
い
”
と
い

っ
て
、
曳
山
祭
の
見
せ
場
の
一
っ
と
し
て
有
名
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
こ
こ
で
昼
食
と
な
る
が
、

明
治
八
年
(
-
八
七
五
）
か
ら
庵
屋
台
だ
け
は
川
原
町
へ
お
ろ
す
こ
と
に
な

っ
た
。

大
正
五
年
(
-
九
一
六
）
に
出
丸
の
坂
が
改
修
さ
れ
、

中
野
下
へ
は
上
ら
ぬ
こ
と
と
な

っ
た
。

下
町
を
下
り
、
別
院
の
前
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が

川
原
町
へ
の
坂
が
急
傾
斜
し
た
た
め
庵
屋
台
を
引
入
れ
な
い
こ
と
に
な

っ

た
。
ま
た
曳
山
が
大
型
に
改
装
さ
れ
て
、
曳
き
違
い
が
で
き
ぬ
と
い
う
の
で
紛
糾
し
た
こ
と
も
あ
る
。

出
丸
の
道
が
ニ
メ
ー
ト
ル
も
拡
張
さ
れ
、
曳
き
違
い
は
問
題
で
な
く
な
り
、

明
治
八
年
に
は
、
今
町
と
中
野
下
へ
曳
山
・
庵
屋
台
を
通
す
こ
と
に
し
た
が
、

そ
の
後
、

そ
の
反
面
、
曳
山
祭
の
名
場
面
が

一
っ
失
わ
れ
る
こ

明
治
三
一
年
(
-
八
九
八
）

昭
和

一
0
年
に

の
大
火
で
、

野
下

・
中
野
下
・
今
町
は
焼
野
原
と
な

っ
た
。
そ
の
た
め
今
町
か
ら
龍
勝
寺
前
へ
の
新
設
道
路
を
通
っ
て
野
下
町
へ
出
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
で
野
下
町
へ
出
た
曳
山

・
庵
屋
台
は
水
月
公
園
前
ま
で
行
っ
て
、
曳
き
違
い
し
て
野

そ
の
後
、
中
野
下
町
も
復
旧
し
た
と
い
う
の
で
、
昭
和
二
四
年
か
ら
五
一
年

ぶ
り
に
曳
山

・
庵
屋
台
を
通
す
こ
と
に
し
た
が
、
昭
和
四

0
年
の
順
路
変
更
で
再
び
通
さ
ぬ
こ
と
に
な

っ
た
。

昭
和
三
九
年
か
ら
祭
礼
日
が
五
月
二
五
日
に
変
更
さ
れ
、
翌
四

0
年
に
曳
山
順
路
の
大
改
革
が
断
行
さ
れ
た
。

町
で
昼
食
で
あ

っ
た
が
、
経
路
を
変
え
て
出
丸
町
で
夕
食
を
と
り
、
そ
れ
か
ら
後
は
提
灯
山
と
な
り
、
東
町
通
り
と
西
町
通
り
は

一
年
交
替
で
、
全
町
の
目
抜
き
通
り
を
提
灯
山
で
練
り
廻
ろ
う
と
い
う
計
画
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
出
丸

そ
の
た
め
午
前
・
午
後
の
練
り
廻
し
時
間

を
短
縮
す
る
必
要
が
あ
り
、
中
野
下
通
り
の
通
過
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
町
か
ら
の
帰
り
山
を
横
町
角
ま
で
延
長
し
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昭
和
五
十
年

曳
山
順
路
略
図

¥

¥
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曳 山 祭

の
年
に
一
度
の
お
祭
り
。

っ
て
投
書
し
た
わ
け
だ
。

さ
れ
た
。
し
か
し
時
に
は
、
所
望
が
あ
ま
り
集
ま
ら
な
く
て
、
町
内
有
志
の
奮
発
を
要
望
す
る
声
も
あ
っ
た
。

昭
和
九
年
の
城
端
時
報
六
月
号
に
I
t
庵
の
所
望
に
つ
い
て
＂
と
い
う
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

。

r
私
は
或
る
町
内
の
若
連
中
の
一
人
だ
が
、
庵
の
所
望
に
つ
い
て
毎
年
繰
返
へ
さ
れ
る
変
な
感
じ
が

一っ
あ
る
の
で
、
思
ひ
切

越
中
の
誇
り
、

郷
土
が
有
す
る
唯
一
の
宝
で
あ
る
城
端
の
曳
山
祭
。
庵
は
囃
子
、
全
町
を
挙
げ
て
の
祭
、
親
類

一
統
を
招
い
て

そ
れ
に
対
し
て
町
全
体
は
ど
う
か
、

山
町
は
論
外
と
し
て
少
く
と
も
山
町
に
あ
ら
ざ
る
有
志
諸
公
は
、
何
と
か
是
れ
に
援
助
出

西 下 町

庵

唄

の

所

望

の

さ
せ
よ
う
と
い
う
気
運
が
も
り
あ
が

っ
て
い
る
。

山 蔵

よ
う
と
い
う
提
案
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
四
八
年
に
一
度
だ
け
西
町
の
四
つ
辻
ま

で
延
長
し
た
の
み
で
、

現
状
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
年
は
従
来
通
り
新
町
で
流
れ
解
散
し
て
い
る
の
が

昭
和
四
七
年
に
、
再
ぴ
祭
礼
日
が
五
月
一
五
日
に
復
帰
し
、
伝
統
の
曳
山
祭
を
充
実

”
庵
唄
所
望
”
と
は
、
祝
儀
を
出
し
て
庵
唄
を
自
家
の
前
で
聴
く
こ
と
で
あ
る
。
大

正
五
年
(
-
九
一
六
）
ま
で
は
所
望
す
る
家
に
制
限
が
あ

っ
て
、
敬
神
会
三
等
正
会
員

以
上
の
家
し
か
所
望
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
大
正
六
年
に
こ
の
制
限
が
撤
廃
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来
な
い
も
の
だ
ら
う
か
と
云
ふ
事
を
常
に
思
ふ
。
町
の
宝
だ
‘

そ
れ
に
よ
っ
て
団
槃
の
一
日
を
送
る
の
だ
。

試
み
に
庵
の
所
望
数
に
よ
っ
て
そ
れ
が
如
実
に
覗
へ
る
の
だ
が
、
以
前
は
六
、

低
四
十
軒
内
外
を
往
来
し
て
ゐ
る
。
其
内
、
料
理
屋
が
十
五
、

れ
を
合
計
し
て
動
か
な
い
所
二
十
八
、

七
十
軒
も
数
へ
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
近
年
は
大

山
番
が
六
、
林
道
新

・
古
湯
、
塔
尾
湯
で
三
、
各
銀
行
が
三
、
是

そ
う
す
る
と
町
の
お
歴
々
が
や
っ
と
こ
十
二
、
三
軒
‘

そ
し
て
も
う
―
つ
の
寂
莫
、
料
理
屋
主
を
離
し
た
町
会
議
員
さ
ん
の
家
に
一
軒
も
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
事
だ
と
云

へ
る
。
料
理
屋
で
持
つ
庵
、
極
端
の
様
だ
が
そ
ん
な
事
も
云
へ
る
様
な
感
じ
か
す
る
。
店
の
暖
簾
の
手
前
、
損
得
を
無
視
し
て
花

を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ば
援
助
せ
ね
ば
な
ら
な
い
小
料
理
屋
の
あ
る
を
思

ふ
時
、
山
町
に
限
ら
ず
町
有
志
と
も
云
へ
る
人
達
は
ど
ん
な
形
式
で
も
よ
い
、
此
点
何

庵
唄
を
所
望
す
る
場
合
は
、
五
月
五
日
頃
ま
で
各
町
の
若
連
中
へ
申
込
む
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
所
望
し
た
家
で
は
、
親
戚

・
知
人
・
友
人
な
ど
を
招
き
、
簾
を
巻
き
あ
げ

て
庵
屋
台
を
待
ち
う
け
る
。
六
ヵ
町
の
庵
屋
台
が
次
々
に
所
望
す
る
家
に
横
付
け
に
な

ま
ず
一
番
庵
の
連
合
会
長
が
六
ヵ
町
の
庵
唄
を
印
刷
し
た
栞
と
そ
の
町
の
庵
唄
を
書

り
、
各
町
自
慢
の
庵
唄
を
披
露
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

曳山祭の運営

あ
っ
た
。

昭
和
五

0
年
の
庵
唄
所
望
は
、
祝
儀
代
が
一
件
一
万
円
で

―
ニ
ニ
件
の
申
込
み
が

と
か
考
へ
て
ほ
し
い
と
思
ふ
。
』

公
が
直
接
援
助
の
数
だ
と
す
れ
ば

い
さ
、
か
寂
莫
の
感
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
と
云
う
所
だ
。

乗 上 町 醗

こ
れ
が
城
端
八
百
の
所
謂
有
志
諸
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で
止
め
た
り
す
る
と
オ
許
は
目
を
む
い
て
怒
鳴

っ
た
も
の
で
あ
る
。

庵
の
中
の
笛
・
太
鼓

・
三
味
線
の
囃
方
と
唄
い
手
は
、
各
町
と
も
二

0
代
か
ら
三

0
代
ま
で
の
若
者
の
み
で
、
女
性
は
一
人
も

昔
は
庵
唄
所
望
の
す
べ
て
が
終
っ
た
あ
と
、
新
町
の
町
内
宿
へ
煮
し
め
や
酒
肴
を
持
ち
こ
ん
で
、
宿
の
戸
障
子
を
は
ず
し
て
宴

会
を
開
き
、
飲
め
や
唄
え
の
大
騒
ぎ
を
し
て
夜
明
け
ま
で
飲
み
明
し
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

城
端
の
曳
山
は
“
ギ
ュ
ウ
山
II

と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
車
の
軋
り
音
に
特
徴
が
あ
る
。
練
り
廻
し
は
朝
か
ら
夜
ま
で
、
曳
山

の
通
れ
る
道
は
こ
と
ご
と
く
廻
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
元
来
、
城
端
の
曳
山
は
町
角
の
曳
き
廻
し
を
途
中
で
止
め
る
こ
と
を
嫌
い
、

一
気
に
勢
い
切

っ
て
曲
が
る
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
た
。

こ
ん
な
無
理
な
扱
い
方
を
す
る
た
め
曳
山
は
だ
ん
だ
ん
と
い
た
み
、
強
烈
な
振
動
で
彫
刻
や
金
具
が
は
ず
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

わ
か

っ
て
い
て
も
止
め
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
道
路
は
全
面
的
に
鋪
装
さ
れ
、
昔
に
く
ら

べ
て
随
分
路
面
は
良
く
な

っ
た

が
、
新
町

・
大
工
町

・
西
町
通
り
が
国
道
と
な
り
、
融
雪
装
置
が
出
来
た
た
め
道
路
の
中
央
部
が
急
激
に
高
く
な
り
、
冬
期
間
は

帰

り

山

入
ら
な
い
の
か
城
端
の
特
色
で
あ
る
。

こ
と
の
で
き
な
い
情
趣
で
あ
る
。

が
古
来
か
ら
の
し
き
た
り
に
な
っ
て
い
る
。

い
た
短
冊
を
出
し
て
挨
拶
す
る
。
二
番
庵
か
ら
は
短
冊
の
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
各
町
の
庵
唄
が
終
る
毎
に
、
拍
手
し
て
送
る
の

豪
壮
な
曳
山
車
の
”
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
”
き
し
る
音
と
優
雅
な
庵
囃
子
が
交
錯
し
て
か
も
し
出
す
祭
気
分
は
、
他
に
類
例
を
見
る

ど
こ
の
町
が
上
手
に
廻
す
と
か
自
慢
に
し
て
い
た
程
で
、
曲
が
る
途
中
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上 町

へ
の
人
垣
の
中
を
、
粋
な
庵
の
囃
子
が
次
第
に
遠
の
い
て
い
く
。

を
見
守
る
見
物
客
の
胸
に
も
尽
き
せ
ぬ
情
趣
が
ぬ
く
ご
も
る
。
新
町
通
り
か
ら
大
工
町

の

た
ち
も
、
今
日

一
日
の
疲
れ
も
忘
れ
、
ま
た
来
年
を
約
し
て
帰

っ
て
い
く
。

山

町
内
へ
帰
る
の
で
あ
る
。
曳
き
手
も
唄
い
手
も
囃
子
方
も
、
町
内
や
若
連
中
の
世
話
方

酸
i

有
難
い
が
、
曳
山
祭
に
と

っ
て
は
厄
介
な
こ
と
に
な

っ
た
。
通
り
筋
は
注
意
を
怠
ら
ね
ば
危
険
も
な
い
が
、
曲
り
角
で
は
水
の
吹

出
し
金
具
に
人
が
つ
ま
づ
き
、
真
中
へ
曳
山
が
乗
る
と
四
つ
車
が
ど
う
か
す
る
と
三
つ
車
に
重
み
が
か
か
り
、
車
の
―
つ
が
遊
ぷ

状
態
に
な
り
、
瞬
間
的
に
曳
山
が
グ
ラ
リ
と
揺
れ
た
り
す
る
。
町
役
場
で
は
路
面
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
臨
時
舗
装
や
厚
い
ゴ
ム
マ

ッ
ト
を
敷
い
て
事
故
防
止
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
も

っ
と
根
本
的
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

午
後
七
時
に
出
丸
町
を
出
発
し
た
提
灯
山
は
、
九
時
半
頃
ま
で
に
は
新
町
ま
で
上

っ
て
く
る
。
各
町
の
曳
山
・
庵
屋
台
が
厚
生

夜
も
更
け
て
、
桐
の
花
の
香
が
匂

っ
て
く
る
よ
う
な
坂
の
町
。
曳
山
と
庵
屋
台
が
交

互
に
な
ら
び
、
沢
山
の
提
灯
を
ゆ
ら
ゆ
ら
さ
せ
て
、
新
町
か
ら
大
工
町
へ
と
、
庵
屋
台

の
囃
子
が
流
れ
、
曳
山
車
を
軋
ら
せ
て
、
栞
華
絢
爛
た
る
曳
山
行
列
は
、

病
院
前
で
一
回
転
し
、
勢
揃
い
す
る
の
は
一

0
時
頃
で
あ
る
。

曳
山
祭
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
“
帰
り
山
”
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の

こ
の
光
景
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四 祭の後始末

神

明

宮

の

大

祭

五
月
一
六
日
は
大
祭
日
で
、
昔
は
奉
幣
使
の
参
向
が
あ

っ
て
、
厳
か
な
神
事
が
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
明
宮
の
宮
司
を

は
じ
め
、

北
野

・
是
安
の
神
職
も
手
伝

っ
て
神
事
が
す
す
め
ら
れ
る
。

を
正
し
、
吏
員
も
白
衣
の
束
帯
で
神
傑
を
使
丁
に
か
つ
が
せ
て
供
奉
し
、
氏
子
総
代
や
町
有
志
も
参
列
し
た
も
の
で
あ
る
。

後
は
神
明
宮
へ
の
参
拝
者
も
少
く
な

っ
て、

最
近
は
敬
神
会
も
改
組
さ
れ
、
参
拝
者
も
次
第
に
多
く
な

っ
て
い
る
。
拝
殿
で
は
浦
安

山
蔵
の
扉
を
し
め
る
日

終
戦
前
は
町
長
か
奉
幣
使
と
し
て
、
赤
地
の
束
帯
に
衣
冠

火
の
消
え
た
よ
う
な
大
祭
日
が
続
い
た
が
、

こ
の
日
は
各
町
と
も
に
、
午
前
九
時
頃
か
ら
曳
山

・
庵
屋
台
を
解
体
し
、
金
箔
塗
の

彫
刻
類
は
毛
帯
で
埃
を
落
と
し
て
綿
入
布
団
に
包
み
、
漆
塗
の
備
品
は
赤
白
の
布
に
巻

い
て
山
蔵
に
収
納
す
る
。
御
神
像
の
御
面
像
や
装
束
は
収
納
箱
に
入
れ
、
山
蔵
に
収
納

す
る
町
内
も
あ
れ
ば
、
個
人
の
土
蔵
へ
分
散
保
管
す
る
町
も
あ
る
。
庵
屋
台
は
若
連
中

り
に
町
々
へ
舞
い
に
ま
わ

っ
た
も
の
で
あ
る
。

の
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。

）
の
と
き
祭
礼
に
奉
仕
し
た
獅
子
舞
が
参
拝
し
、
昔
は
お
礼
廻

四、

祭

の

後

始

末

大 ー 町 のw
 

醗
i

終
戦
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四六

月 月

協
議
委
員
改
選
月

年年

―
二
月
四
月

任

期

三
役
改
選
月

昭
和
五

0
年
現
在
の
各
町
の
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

議
委
員
と
三
役
は
別
々
に
選
出
し
て
い
る
。

じ
9
9

の
手
で
解
体
し
、
重
は
赤
白
の
布
を
巻
い
て
包
み
、
欄
間
は
専
用
の
箱
へ
入
れ
て
山
蔵
に
納
め
る
。

祭
礼
が
終
る
と
各
町
の
若
連
中
を
は
じ
め
、
子
女
の
あ
る
家
で
は
そ
れ
ぞ
れ
御
馳
走
を
携
え
て
付
近
の
野
山
へ
遊
び
に
行

っ
た

も
の
で
あ
る
。

新
役
員
の
選
出

）
れ
を
“
山
行
き
”
と
い
い

い
、
大
体
午
後
四
時
頃
ま
で
か
か
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

年年

任

期

五八

一
六
日
以
降
三
日
間
は
ど
の
間
に
行
う
。
最
近
の
若
連
中
で
は
、
近
く
の
林
道
や

桜
ヶ
池
な
ど
で
は
満
足
せ
ず
、
遠
く
石
川
県
や
福
井
県
の
温
泉
地
ま
で
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

山
宿
で
は
一
六
日
の
晩
に
、
祭
礼
で
世
話
に
な

っ
た
人
た
ち
を
招
い
て
慰
労
の
衰
会
を
開
く
の
が
昔
か
ら
の
習
慣
に
な
っ
て
い

る
。
町
内
に
よ

っ
て
い
ろ
い
ろ
違
う
が
、
最
近
で
は
こ
の
宴
会
も
嚢
華
に
な

っ
て
、
温
泉
へ
招
待
す
る
町
内
も
あ
る
と
い
う
。

町
内
役
員
の
改
選
は
、
各
町
に
よ

っ
て
改
選
す
る
時
期
は
違
う
が
、

山
町
で
は
曳
山
祭
の
終
了
後
に
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま

ず
協
議
委
員
を
選
ぴ
、
そ
の
中
か
ら
互
選
ま
た
は
選
挙
で
区
長
・
区
長
代
理
（
副
区
長
）

・
会
計
の
三
役
を
選
ぶ
が
、
新
町
で
は
協

協
議
委
貝
定
数

こ
の
作
業
は
町
内
総
出
で
行
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れ
か
ら
の
維
持

・
修
繕
費
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
。

で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

曳
山
連
合
会
の
昭
和
五

0
年
の
祭
礼
経
伐
は
、

三
五
万
七
、
六

0
0
円
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
庵
唄
所
望
の
祝
儀
金
の
う
ち
か

ら
支
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
曳
山

・
庵
屋
台
の
修
繕
・
改
装
費
、
御
神
像
装
束
の
新
調
費
、
祭
礼
当
日
の
人
足
賃
等
は
各
町
内

最
近
の
物
価
高
で
こ
れ
ら
の
修
繕
費
を
は
じ
め
と
す
る
諸
経
費
は
、

の
年
限
り
の
経
代
な
ら
ば
万
雑
割
で
何
と
か
で
き
る
が
、
大
き
な
修
繕
や
新
調
す
る
場
合
に
は
、
万
雑
割
で
は
負
担
で
き
ず
‘

曳
山
祭
の
通
常
経
費
を
、
あ
る
町
の
明
治
四
四
年

(
-
九
―
-
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と
昭
和
五

0
年
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

祭

礼

と

経

費

巨
額
を
必
要
と
す
る
の
で
各
町
と
も
苦
慮
し
て
い
る
。
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